
様式第１号（第７条関係）

１．条件を確認してください。※すべてに該当する方が対象です

　（該当するか確認し、□にチェックを入れてください）　

２．補助金額の確認

万円

有効期限：令和　   年　　月　　日

合　計

➡裏面に続く

義務教育終了前の子（母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎

児を含む。）が3人以上いる場合
５万円

補助対象世帯の主たる生計者の職場が八尾市内にある場合 ５万円

空家バンク登録物件を取得する場合 ５万円

加 算 内 容 加 算 金 額

補助対象世帯全員が転入する直前に1年以上継続して市外に居住していた場合 50万円

補助対象世帯が新婚世帯又は義務教育終了前の子（母子健康手帳等で出産予

定であることが確認できる胎児を含む。）が1人以上いる場合
５万円

交付申請時において、取得住宅に世帯全員が転居（入）していること

中古住宅で、自らの居住の用に取得する住宅であること（新築は不可）

取得する建物は一戸建ての住宅であること（マンション、長屋不可）

S56.6.1以降に建築された建物であること

　※S56.5.31以前の建物である場合は、耐震性について確認されたもの又は、

　耐震改修等を行うものであること

住宅の取得に要した費用の10分の1又は30万円のいずれか少ない方の額としま

す。

基本金額

最大30万円

５年以上居住すること

事 前 登 録 書

八尾市中古住宅マイホーム取得補助

交付申請時において、２人以上の世帯で世帯全員が40歳未満又は

18歳以下の子（母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児を含む。）

とその親を含む世帯であること

申請者は個人であり、住宅取得に係る売買の契約者であること

直系尊属（父母、祖父母等）との売買でないこと

八尾市内での転居の場合、補助対象世帯の構成員が申請日において本市内に転居する前の住宅（共同

住宅及び長屋住宅を含む）を所有していないこと。

住宅取得に係る売買契約前であること（契約後は不可）

世帯全員が本市の市税を滞納していないこと

過去に本補助制度等による補助を受けていないこと

暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと

市受付欄



３．注意事項を確認してください。

歳 歳

歳 歳

歳 歳

メールでの提出は　jyutakuseisaku@city.yao.osaka.jp にお願いします。

現在の居住地 　　八尾市 　　八尾市以外

いずれかに☑ 在住期間 （　　　年　　　か月） 在住期間 （　　　年　　　か月）

連　絡　先

（申請予定者）

電 話 番 号

メールアドレス

世帯主
（申請予定者）

・本事前登録をもって、補助金の交付をお約束するものではありません。

　予算の範囲内にて交付を行うことから、条件を満たしていても補助金を交付する

　ことができない場合がありますので予めご了承ください。

　また、補助の条件等について事前に予告なく変更する場合がございますので

　随時ホームページにてご確認ください。

・偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は受けようとした

　ときや補助金の交付決定に付した条件に違反したとき、補助の交付を取り消し、

　返還を命じます。

４．条件の確認及び注意事項について了承されましたら、下記内容について記載してください。

・10月1日～3月31日に受付の場合

・有効期限内に住宅を取得、転居（入）し、交付申請を行うこと。

　市から連絡は行いませんので、注意してください。

来年度の補助金交付については未定です。

※随時ホームページにてご確認ください。

・4月1日～9月30日に受付の場合

・有効期限内に住宅を取得、転居（入）し、交付申請を行うこと。

　市から連絡は行いませんので、注意してください。

※10月1日以降となる場合は再度事前登録が必要です。

再登録がない場合補助金の交付はできません。

※随時ホームページにてご確認ください。

カナ（氏名）

続 柄

カナ（氏名）

続 柄

年 齢 年 齢


